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○学校図書館法（昭和２８年８月８日法律第１８５号）

（定義）

第二条 （略）・・・図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に
必要な資料（以下「図書館資料」という。）を収集し、整理し、及び
保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつ
て、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒
の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備

（設置義務）

第三条 学校には、学校図書館を設けなければならない。

学校図書館の法的位置付について

○学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）

第一条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地

、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備
を設けなければならない。

3



制度（いずれも議員立法）

昭和28年 学校図書館法制定
・学校図書館の設置義務
・司書教諭の配置義務（猶予規定も合わせて規定）
・司書教諭講習を規定

平成9年 学校図書館法改正
・司書教諭配置の猶予規定の一部撤廃

（司書教諭の配置についての猶予期間を、11学級以下の学校
を除き平成15年3月31日までとした。）

平成13年 子どもの読書活動の推進に関する法律制定
・国における「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」の策定
（学校図書館を含む国の基本的施策を位置付け。）

（平成15年4月 12学級以上の学校に司書教諭必置）

平成17年 文字・活字文化振興法制定
・学校教育における言語力の涵養の重要性を規定
・国及び地方公共団体は、（中略）司書教諭及び学校図書館に
関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の
整備等に関し必要な施策を講ずるものとすると規定

平成26年 改正学校図書館法

学校図書館に係る制度及び財政措置の経緯について
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財 政 措 置

平成5年 学校図書館図書標準設定
（公立の義務教育諸学校における学校図書館の図書

の整備を図る際の量的目標）

学校図書館図書整備5か年計画
（平成9年度までの5年間で約500億円の地方財政

措置。以降ほぼ5年ごとに更新。）

平成10年～23年 （略）

平成24年 学校図書館図書整備5か年計画

（平成28年度までの5年間で約1,000億円(図書)、
約75億円(新聞)の地方財政措置【新規】）

平成24年～ 学校図書館担当職員の配置のための

地方財政措置

（約150億円/年度【新規】）



学校図書館の役割について

④ 豊富な授業に役立つ資料を通じ、
教員の指導力も向上する

学校図書館は、図書館資料を児童生徒や教員の利用に供すること等により、「学校の教
育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成すること」を目的とす
るものであり、以下の３つの役割を担うもの。

学校図書館は、図書館資料を児童生徒や教員の利用に供すること等により、「学校の教
育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成すること」を目的とす
るものであり、以下の３つの役割を担うもの。

①読書センター 読書活動の拠点となること

②学習センター 授業に役立つ資料を備え学習支援を行うこと

学校図書館が充実し、その役割を果たすことで…

図書や新聞等の蔵書の
整備

司書教諭・学校司書等の
人材の配置

学校図書館
の充実

学校図書館の充実には蔵書・人材の双方の充実が必要学校図書館の充実には蔵書・人材の双方の充実が必要

① 読書好きの子供を増やし、確かな学力、
豊かな人間性を育む

⑤ 悩みを抱える子供の「心の居場所」となる

③情報センター 情報活用能力を育むこと

③ 探究的な学習活動等を行い、
子供の情報活用能力を育む

② 授業で蔵書・新聞等を利活用 し、
思考力・判断力・表現力等を育む

ことなどが期待。
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学習指導要領における学校図書館に係る記述①
○改訂のポイント

読書の指導については，目的に応じて本や文章などを選んで読んだり，それらを活用して自分の考えを記述し
たりすることを重視して改善を図っている。また，日常的に読書に親しむために，学校図書館を計画的に利用し
必要な本や文章などを選ぶことができるように指導することも重視している。

（小・中学校学習指導要領解説国語編「第１章 総説 ３ 国語科改訂の要点 （６）読書活動の充実」より抜粋。）

○学習指導要領における記述（総則）

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
２ 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(10)学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充
実すること。

（「小学校学習指導要領「第1章 総則 第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」より抜粋。中学校及び高等学校も同様。）

「読むこと」の指導事項 「読むこと」の言語活動例

小学校

・楽しんだり知識を得たりするために，本や文章を選んで読むこと。

・目的に応じて，複数の本や文章を選んで比べて読むこと。

・本や文章を楽しんだり，想像を広げたりしながら読むこと。
・紹介したい本を取り上げて説明すること。
・本を読んで推薦の文章を書くこと。

中学校

・多様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て，自
分の考えをまとめること。

・目的に応じて本や文章などを読み，知識を広げたり，自分の考
えを深めたりすること。

・課題に沿って本を読み，必要に応じて引用して紹介すること。
・新聞やインターネット，学校図書館等の施設などを活用して得た
情報を比較すること。

・自分の読書生活を振り返り，本の選び方や読み方について考え
ること。

高等学校
(国語総合)

・幅広く本や文章を読み，情報を得て用いたり，ものの見方，感
じ方，考え方を豊かにしたりすること。

・現代の社会生活で必要とされている実用的な文章を読んで内容
を理解し，自分の考えをもって話し合うこと。

・様々な文章を読み比べ，内容や表現の仕方について，感想を述
べたり批評する文章を書いたりすること。

○学習指導要領における主な記述（国語）
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学習指導要領における学校図書館に係る記述②
○学習指導要領における記述（国語）

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」，「Ｃ読むこと」及び〔伝統的な言 語文化と国語の
特質に関する事項〕に示す事項については，相互に密接に関連付けて指導するようにするとともに，それぞれの能力が偏り
なく養われるようにすること。その際，学校図書館などを計画的に利用しその機能の活用を図るようにすること。また，児
童が情報機器を活用する機会を設けるなどして，指導の効果を高めるよう工夫すること。

(5) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」に関する指導については，読書意欲を高め，日常生活において読書活動を活発に行
うようにするとともに，他の教科における読書の指導や学校図書館における指導との関連を考えて行うこと。学校図書館の
利用に際しては，本の題名や種類などに注目したり，索引を利用して検索をしたりするなどにより，必要な本や資料を選ぶ
ことができるように指導すること。なお，児童の読む図書については，人間形成のため幅広く，偏りがないように配慮して
選定すること。

（「小学校学習指導要領「第2章 各教科 第1節 国語第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」より抜粋。中学校及び高等学校も同様。）

○学習指導要領における記述（総合的な学習の時間）

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(6) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との
連携，地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。

（「小学校学習指導要領「第５章 総合的な学習の時間 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」より抜粋。中学校及び高等学校も同様。）

○学習指導要領における記述（特別活動）

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容〔学級活動〕

２ 内容〔共通事項〕

(2) 日常の生活や学習への適応及び健康安全

オ 学校図書館の利用

（「小学校学習指導要領「第６章 特別活動 第２ 各活動・学校行事の目標及び内容」より抜粋。中学校及び高等学校も同様。） 7



（数値は各年５月１日現在）

「学校図書館の現状に関する調査」より

学校図書館全体計画策定の状況について（公立）

平成２６年 平成２４年

小学校 85.6％
（17,235校/20,143校）

79.0％
（16,342校/20,693校）

中学校 72.9％
（6,967校/9,555校）

67.7％
（6,576校/9,720校）

高等学校 62.3％
（2,219校/3,562校）

65.9％
（2,372校/3,602校）

※学校図書館全体計画を策定している学校数の割合
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（数値は各年５月１日現在）

「学校図書館の現状に関する調査」より

※平成20年度以降の調査は隔年実施

全校一斉の読書活動の実施状況について（公立）
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学校図書館図書標準について（平成５年）

○ 公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として平成５年
３月に定めたもの（文部省初等中等教育局長通知）。

○ 特別支援学校については平成１９年４月に改正。
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学校図書館図書標準について（平成５年）
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12

学校図書館基準について（昭和３４年）
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13

学校図書館基準について（昭和３４年）
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（数値は各年５月１日現在）

「学校図書館の現状に関する調査」より

※平成19年度以降は隔年実施

学校図書館図書標準の達成状況の推移
（達成している公立学校の割合）
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アメリカの学校図書館における電子書籍の利用動向について①

項目 具体的内容

電子書籍コレクションの規
模

○電子書籍を生徒や教員に提供している図書室（Library 
Media Centers）は56％。平均タイトル数は136タイトルで
増加傾向。2010年と比較すると4倍以上。

○2011年の別の調査の結果として，典型的な図書室での紙
媒体資料の蔵書の中央値は12,000タイトル超。

電子書籍の予算 ○2012年から2013年までの学年度で，平均1,114ドル（中央
値は401ドル）が電子書籍に使用。

○資料費に電子書籍の費用が占める割合は前年度の調査
から2倍近くに増加しており，2018年には3倍以上になると
予想。

電子書籍の契約形態 ○学校図書館の電子書籍の契約形態（各学校図書館におけ
る典型的なもの）については，60％が永続的なアクセス権
を購入。また、特定期間内の購読契約（subscription）が
21％等。
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アメリカの学校図書館における電子書籍の利用動向について②

※国立国会図書館ＨＰ カレントアウェアネス・ポータル上の、『学校図書館における電子書籍の
利用動向（米国）』（国立国会図書館関西館図書館協力課 篠田麻美氏） を元に作成

項目 具体的内容

紙媒体と電子媒体 ○紙媒体と電子書籍の両方で同じタイトルを購入するのは
一 般的ではなく，電子書籍と同じタイトルの紙媒体を常に
購入するのは6％。

利用端末 ○電子書籍の利用端末としては，学校のデスクトップコン
ピュータが76％，学校のノートパソコンが48％，インタラク
ティブホワイトボードが41％。

○生徒の端末で利用できるのは57％（タブレット端末が39％，
専用の電子書籍リーダーが30％，スマートフォンが23％）

○生徒に電子書籍端末の貸出を行っているのは26％。
内訳は、学校内でのみ使用できるのは17％、自宅に持ち
帰ることができるのは9％。
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学校図書館（公立）における新聞配備率の推移

（数値は各年５月１日現在）

「学校図書館の現状に関する調査」より

学校数
（Ａ）

新聞配置学校 新聞配備紙

学校数
（Ｂ）

割合
（Ｂ／Ａ）

新聞紙数
（Ｃ）

平均
（Ｃ／Ｂ）

小学校
平成２２年 21,188 3,588 16.9% 4,697 1.3

平成２６年 20,143 7,387 36.7% 9,616 1.3

中学校
平成２２年 9,837 1,423 14.5% 2,861 2.0

平成２６年 9,555 3,033 31.7% 5,175 1.7

高等学校
平成２２年 3,681 3,313 90.0% 9,290 2.8

平成２６年 3,562 3,226 90.6% 8,925 2.8
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（数値は平成２６年５月１日現在、（）は前回調査時点（平成２４年５月１日現在）。）「学校図書館の現状に関する調査」より

司書教諭と学校司書について

資格 業務内容 小学校 中学校 高等学校

司書教諭
（１２学級以上の状況）

教諭

○学校図書館を活用した教育
活動の企画
・学校図書館活用の全体計画
の作成

・教育課程の編成に関する他
教員への助言

９８．８％
（９９．６％）

９６．７％
（９８．４％）

９３．１％
（９５．９％）

学校司書
事務職
員等

○日常の運営・管理
○教育活動の支援

５４．３％
（４７．８％）

５３．０％
（４８．２％）

６４．５％
（６７．７％）

【参考】
○学校図書館法

第５条 学校には、学校図書館の専門的な職務を掌らせるため、司書教諭をおかなければならない。
第６条 学校には、前条第１項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校

図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員（次項において｢学校司書｣という。）を
置くよう努めなければならない。』

○学校図書館法附則
第２項 学校には、平成１５年３月３１日までの間（制令で定める規模以下の学校にあっては、当分の間）、第５条第１項の規定にか

かわらず、司書教諭を置かないことができる。
○学校図書館法附則第２項の学校の規模を定める政令

学校図書館法附則第２項の制令で定める規模以下の学校は、学級の数（通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通
信制の課程の生徒の数を３００で除した数（１未満の端数を生じたときは１に切り上げる。）とを合計した数）が１１以下の学校とする。

18



司書教諭や教員との相談を通じた授業のね
らいに沿った資料の整備

児童生徒に指導的に関わりながら行う各教
科等における学習支援 等

これからの学校図書館担当職員に求められる役割・職務及び
その資質能力の向上方策等について（報告のポイント）

―学校図書館担当職員の役割及びその資質の向上に関する調査研究協力者会議―

○ 確かな学力の育成には，言語活動や探究的な学習の充実が必要。

○ 同時に，読書活動等を通じて児童生徒の豊かな人間性を形成していくことが求められる。

○ これらの活動の充実のため，「読書センター」「学習センター」「情報センター」としての学校図書館の整備を進め，これを利活用していくことが重要。

学校図書館の利活用の意義

学校図書館担当職員に求められる資質能力及びその向上方策

学校図書館担当職員に求められる役割・職務

○ 学校図書館の意義を達成するため，学校図書館担当職員（いわゆる「学校司書」）は，学校教職員の一員として，司書教諭等と協力しながら，
学校図書館の各機能の向上のために以下の役割を担っていくことが求められる。

＜学校図書館の「運営・管理」に関する職務に携わるための知識・技能＞ ＜児童生徒に対する「教育」に関する職務に携わるための知識・技能＞

○学校における学校図書館の意義に関すること

○情報や資料の種類や性質に関すること

○図書館資料の選択・組織化及びコレクション形成・管理に関すること等

○児童生徒の発達に関すること

○学校教育の意義や目標に関すること

○学習指導要領に基づく各教科等における教育内容等に関すること等

＜読書センター機能＞

○ 学校図書館担当職員がこうした役割・職務を担っていくためには，学校図書館の「運営・管理」と児童生徒に対する「教育」との両面にわた
る知識・技能を習得することが求められる。

○ これらの知識・技能の習得には，学校における日常的な取組のみならず，行政において学校図書館担当職員等を対象とした体系的な研修の実
施や学校図書館担当職員を支援するための体制構築，役割・職務の周知等を進めていくことが必要不可欠。

＜学習センター機能＞ ＜情報センター機能＞

図書館資料を活用した児童生徒や教員の情報
ニーズへの対応

情報活用能力の育成のための授業における支
援等

学校図書館が読書活動の拠点となるような
環境整備

学校における読書活動の推進や読む力の育
成のための取組の実施 等

○ これらの役割を踏まえ，学校図書館担当職員は，図書館資料の管理，館内閲覧・館外貸出などの児童生徒や教員に対する「間接的支援」や「直
接的支援」に加え，各教科等の指導に関する支援など「教育指導への支援」に関する職務を担っていくことが求められる。

学校の教職員をはじめとする学校関係者は，学校図書館担当職員がその資質能力を遺憾なく発揮できるような環境を整えることが求められる。
校長は，校務をつかさどる者として，学校図書館の運営・活用・評価に関してリーダーシップを強く発揮することが期待される。 19



学校図書館の運営の改善・向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資する
ため、学校司書を置くよう努めるものとすることとし、学校司書の資質向上のための研修の実施等を講ずるよう努める
ものとすること。

趣旨

法律の内容

・ 学校には、司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館

の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員（学校司書）を置くよう努めなければならな

い(第６条第1項関係)。

・ 国及び地方公共団体は、学校司書の資質向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない（第６条第２項関係) 。

・ 国は、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする（附則関係）。

これまでの経緯

・ 学校図書館法は昭和２８年議員立法により成立。本格的な改正は、平成９年議員立法による改正のみ。
・ 第１８３回通常国会において、超党派の「子どもの未来を考える議員連盟」が①学校に学校司書を置くよう努めること、
②国及び地方公共団体の学校司書の資質向上のための研修等の措置を講ずるよう努めるものとすることを内容とする
学校図書館法の改正を検討。

・ 第１８６回通常国会にあっては、４月２５日に新たに「学校図書館議員連盟」が設立され各党の実務者による関係団体
のヒアリングを含め協議を進め、５月３０日の議連総会で今回の改正を内容とする骨子案を了承。

・ ６月１０日、衆議院に自民・公明・民主・みんな・結い・生活・社民の７党共同で提出。その後衆議院・参議院ともに、全
会一致で可決。

平成２７年４月１日
施行期日

20
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司書教諭講習修了証書の交付数の推移について

H9 学校図書館法の改正

H15.4.1以降
12学級以上の学校に
司書教諭の配置が求められる

出典：文部科学省作成資料

21

（参考）司書教諭となることができる者については、採用の際に加点することとしている
例もある（佐賀県、茨城県等）。



司書教諭の講習科目のねらいと内容①

科目・単位数 ねらい 内容

学校経営と学校図書
館（２単位）

学校図書館の教育的意義や経営
など全般的事項についての理解を
図る

1)学校図書館の理念と教育的意義
2)学校図書館の発展と課題
3)教育行政と学校図書館
4)学校図書館の経営（人、施設、資料、 予算、評価等）
5)司書教諭の役割と校内の協力体制、研修
6)学校図書館メディアの選択と管理、提供
7)学校図書館活動
8)図書館の相互協力とネットワーク

学校図書館メディアの
構成（２単位）

学校図書館メディアの構成に関す
る理解及び実務能力の育成を図る

1)学校図書館メディアの種類と特性
2)学校図書館メディアの選択と構成
3)学校図書館メディアの組織化

・分類の意義と機能、日本十進分類法等の解説
・件名標目表の解説
・目録の意義と機能、日本目録規則の解説
・目録の機械化

4)多様な学習環境と学校図書館メディアの配置

学習指導と学校図書
館（２単位）

学習指導における学校図書館メ
ディア活用についての理解を図る

1)教育課程と学校図書館
2)発達段階に応じた学校図書館メディアの選択
3)児童生徒の学校図書館メディア活用能力の育成
4)学習過程における学校図書館メディア活用の実際
5)学習指導における学校図書館の活用
6)情報サービス（レファレンスサービス等）
7)教師への支援と働きかけ

平成１０年３月１８日付文初小第８０号文部省初等中等教育局長通知
「学校図書館司書教諭講習規程の一部を改正する省令について」より 22



科目・単位数 ねらい 内容

読書と豊かな人間性
（２単位）

児童生徒の発達段階に応じた読
書教育の理念と方法の理解を図
る

1)読書の意義と目的
2)読書と心の教育（読書の習慣形成を含む）
3)発達段階に応じた読書の指導と計画
4)児童・生徒向け図書の種類と活用（漫画等の利用方法

を含む）
5)読書の指導方法（読み聞かせ、ストーリーテリング、ブッ

クトーク等）
6)家庭、地域、公共図書館等との連携

情報メディアの活用
（２単位）

学校図書館における多様な情報メ
ディアの特性と活用方法の理解を
図る

1)高度情報社会と人間（情報メディアの発達と変化を含む）
2)情報メディアの特性と選択
3)視聴覚メディアの活用
4)コンピュータの活用

・教育用ソフトウェアの活用
・データベースと情報検索
・インターネットによる情報検索と発信

5)学校図書館メディアと著作権

司書教諭の講習科目のねらいと内容②

平成１０年３月１８日付文初小第８０号文部省初等中等教育局長通知
「学校図書館司書教諭講習規程の一部を改正する省令について」より23



学校図書館司書教諭講習科目に相当する授業科目の
開設等に係る状況について

･･･

○ 学校図書館司書教諭講習科目に相当する授業科目の開設しているのは、平
成２６年度時点で全２２５大学。

学校図書館司書教諭講習科目に相当する授業科目の開設等に係る状況一覧（抄）

24
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図書館法規定の司書等

司書教諭

図書館勤務経験等

資格・経験なし

７，２６０人（５５％）

１，８２８人（１４％）

３，６７７人（２８％）

３，５３９人（２７％）

学校司書が採用時点で有していた資格について（公立）

（数値は平成２６年５月１日現在）

「学校図書館の現状に関する調査」より
※ 回答のあった学校司書（常勤・非常勤問わず）１３，３０９人が対象
※ 複数選択可能なため、合計人数は１３，３０９人を上回る
※ （）内は対象１３，３０９人に対する割合

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 （人）
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図書館法規定の司書等

司書教諭

図書館勤務経験等

資格・経験なし

１，０２３自治体（５９％）

２６２自治体（１５％）

２７５自治体（１６％）

６０３自治体（３５％）

「学校図書館の現状に関する調査」より

地方自治体における学校司書の採用条件について（公立）

※ 複数選択可能なため、合計数は全１，７４１自治体（平成26年度時点）を上回る
※ （）内は全1,741自治体に対する割合

（数値は平成２６年５月１日現在）

200 400 600 800 1,000 （自治体数）
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各資格の義務付の状況について

○ 『地方分権推進計画』（平成10年5月29日閣議決定） 抄

第３ 必置規制の見直しと国の地方出先機関の在り方
１ 必置規制の見直し

1) 法律又はこれに基づく政令に拠る必置規制の見直し
ア 職員に関する必置規制

職員に関する必置規制を見直すに当たっては、その規制が必要とされる理由、規制の内容、実態などに応じ、職そのものの設置
を義務付けるもの、一定の職務上の名称を義務付けるもの、職員が一定の資格を有することを義務付けるもの、専任であることを
義務付けるもの、配置基準による配置を義務付けるものなど個々の規制の性格を明らかにし、それぞれの規制の必要性と妥当
性を検討し、必要最小限の規制にとどめる。
･･･（省略）･･･
（イ） 職務を適切に執行するためにどのような知識、能力、経験が必要とされるかは、本来、任命権者が、職務の内容、性格、専

門性等に応じ、個々に判断すべき性質のものであり、資格に関する規制として法令により一定の資格を義務付けるのは、そ
の職務について、民間共通の資格が必要とされる場合と、地方公共団体の職員のみに係る資格であっても、法律又は条例
に根拠を有する試験による資格が必要とされる場合に限るものとする。

職員が、職務に関係する一定の学歴・経験年数を有することや一定の講習を受けることは望ましいことではあるが、このよ
うな基準は本来任命権者において判断されるべき職員の基本的能力や習熟度を示すものであることから、職に就くための資
格として全国的に一律の義務付けを行うことは、国民の生命・健康・安全に関わる、法令で定める専門的な講習を除き、適当
ではなく、これを存置する場合にはガイドラインとするものとする。

○ 公立図書館や大学図書館において、司書として勤務するために、法令上、図書館法
に定める「司書」資格等が求められるものではない。
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学校司書の資質向上のための取組について（公立）

64.7%

35.3%

行っている。 行っていない。

※「学校図書館の現状に関する調査」（平成２６年５月１日現在）

※問｢貴教育委員会において、学校司書を配置している場合、学校司書の資質向上を図る取組を
行っておりますか｣に対して、①行っている、②行っていない、のいずれかで回答。
※回答のあった１，０３４自治体について集計。

（６６９自治体）

（３６５自治体）

資質向上を行っている場合の取
組内容

自治体数

公共図書館司書や外部講師等
を活用した研修を行っている

４８４

学校司書の資質向上に資する
参考資料等の配布を行っている

３２３

※複数回答可のため、６６９自治体を上回る自治体数となる

28



※「学校図書館の現状に関する調査」（平成２６年５月１日現在）
※問｢貴教育委員会や教育センターにおいて、学校司書を配置している場合、学校司書に対し、指

導助言を行うことができる学校図書館担当指導主事や担当スタッフを置いていますか｣に対し
て、①置いている、②置いていない、のいずれかで回答。

※回答のあった１，０４３自治体について集計。

学校司書に対する指導助言の体制について

46.9%

53.1%

置いている。 置いていない。

（４８９自治体）

（５５４自治体）
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学校図書館（公立）におけるボランティアの活用状況について

「学校図書館の現状に関する調査」より

（数値は平成２６年５月１日現在） 30

配架や貸出・

返 却 業 務

等 、 図 書 館
サ ー ビ ス に

係る支援(C)

割合
(C/B)

学校図書館

の書架見出

し、飾りつ
け、図書の修

繕等支援(D)

割合
(D/B)

読み聞か

せ、ブック

トーク等、読
書活動の支

援(E)

割合(E/B)
学校図書館

の地域開放
の支援(F)

割合(F/B)

20,143 16,327 81.1% 2,916 17.9% 7,277 44.6% 15,349 94.0% 399 2.4%
9,555 2,685 28.1% 934 34.8% 1,476 55.0% 1,382 51.5% 84 3.1%
3,562 105 2.9% 45 42.9% 23 21.9% 54 51.4% 3 2.9%

小学部 1,006 244 24.3% 13 5.3% 40 16.4% 221 90.6% 1 0.4%
中学部 931 191 20.5% 13 6.8% 39 20.4% 154 80.6% 0 0.0%
高等部 1,007 155 15.4% 12 7.7% 36 23.2% 122 78.7% 0 0.0%

前期課程 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
後期課程 29 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

小学校

中学校

特別支援学校

中等教育学
校

ボランティア
を活用 し て
いる学 校数
(B)

割合(B/A)

内訳（複数回答可）

26年5月
現在の学
校数(A)

高等学校



学校図書館の施設整備面に関する基準について

小学校設置基準（抄）(平成14年3月29日文部科学省令第14号)

第１章 総則
（趣旨）

第１条 小学校は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）その他の法令の規定に
よるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

２ この省令で定める設置基準は、小学校を設置するのに必要な最低の基準とす
る。

３ 小学校の設置者は、小学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基
準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図
ることに努めなければならない。

第３章 施設及び設備
（校舎に備えるべき施設）

第９条 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。
１ 教室（普通教室、特別教室等とする。）
２ 図書室、保健室
３ 職員室
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学校図書館の施設整備面に関する基準について

小学校施設整備指針（平成１５年８月・抜粋）

第４章 各室計画

第２ 学習関係諸室
１２ 図書室
(1) １学級相当以上の机及び椅子を配置し，かつ，児童数等に応じた図書室用の家具等を利用しやすいよう配列することのできる

面積，形状等とすることが重要である。
(2) 児童の様々な学習を支援する学習センター的な機能，必要な情報を収集・選択・活用し，その能力を育成する情報センター的な

機能，学校における心のオアシスとなり，日々の生活の中で児童がくつろぎ，自発的に読書を楽しむ読書センター的な機能につ
いて計画することが重要である。

(3) 司書教諭，図書委員等が図書その他の資料の整理，修理等を行うための空間を確保することが望ましい。
(4) コンピュータ等の情報機器の導入に対応することができるよう面積・形状，家具等を計画することも有効である。
(5) 資料の展示，掲示等のための設備を設けることのできる空間を確保することも有効である。
(6) 図書を分散して配置する場合は，役割分担を明確にし，相互の連携に十分留意して計画することが重要である。

（関連記述）
第３章 平面計画
第２ 学習関係諸室
３ 多目的教室
(4) 図書，コンピュータ，視聴覚教育メディアその他学習に必要な教材等を配備した学習・メディアセンターとしての機能をもたせるこ

とも有効である。なお，このような空間を教科の特別教室のまとまりの中に計画することも有効である。

６ 共通学習空間
(3) 図書，視聴覚教育メディア，コンピュータ等を共通学習空間に分散して配置する場合は，役割分担を明確にし，相互の連携に留

意して計画することが重要である。

７ 教材・教具の作成・収納空間
(2) 児童の自主的な利用も考慮しつつ，教材等の作成の機能を備えた教材・教具の作 成・収納空間を，図書室，視聴覚教室，多目

的教室等と連携した空間として計画することも有効である。
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学校図書館の施設整備面に関する基準について

中学校設置基準（抄）(平成14年3月29日文部科学省令第15号)

第１章 総則
（趣旨）

第１条 中学校は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）その他の法令の規定による
ほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
２ この省令で定める設置基準は、中学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

３ 中学校の設置者は、中学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準よ
り低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに
努めなければならない。

第３章 施設及び設備
（校舎に備えるべき施設）

第９条 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。
１ 教室（普通教室、特別教室等とする。）
２ 図書室、保健室
３ 職員室
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学校図書館の施設整備面に関する基準について

中学校施設整備指針（平成１５年８月・抜粋）

第４章 各室計画
第２ 学習関係諸室

１３ 図書室
(1) １学級相当以上の机及び椅子を配置し，かつ，生徒数等に応じた図書室用の家具等を利用しやすいよう配列することのできる

面積，形状等とすることが重要である。
(2) 生徒の様々な学習を支援する学習センター的な機能，必要な情報を収集・選択・活用し，その能力を育成する情報センター的な

機能，学校における心のオアシスとなり，日々の生活の中で生徒がくつろぎ，自発的に読書を楽しむ読書センター的な機能につ
いて計画することが重要である。

(3) 司書教諭，図書委員等が図書その他の資料の整理，修理等を行うための空間を確保することが望ましい。
(4) コンピュータ等の情報機器の導入に対応することができるよう面積・形状，家具等を計画することも有効である。
(5) 資料の展示，掲示等のための設備を設けることのできる空間を確保することも有効である。
(6) 図書を分散して配置する場合は，役割分担を明確にし，相互の連携に十分留意して計画することが重要である。

（関連記述）

第３章 平面計画
第２ 学習関係諸室
３ 多目的教室
(4) 図書，コンピュータ，視聴覚教育メディアその他学習に必要な教材等を配備した学習・メディアセンターとしての機能をもたせるこ

とも有効である。なお，このような空間を教科の特別教室のまとまりの中に計画することも有効である。
６ 共通学習空間
(3) 図書，視聴覚教育メディア，コンピュータ等を共通学習空間に分散して配置する場合は，役割分担を明確にし，相互の連携に留

意して計画することが重要である。
７ 教材・教具の作成・収納空間
(2) 児童の自主的な利用も考慮しつつ，教材等の作成の機能を備えた教材・教具の作成・収納空間を，図書室，視聴覚教室，多目

的教室等と連携した空間として計画することも有効である。
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学校図書館の施設整備面に関する基準について

高等学校設置基準（抄）(平成16年3月31日文部科学省令第20号)

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基づき、高等学校設
置基準（昭和二十三年文部省令第一号）の全部を改正する省令を次のように定める。

第１章 総則
（趣旨）

第１条 高等学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定める
ところにより設置する ものとする。

２ この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とす
る。

３ 高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基
準より低下した状態に ならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図る
ことに努めなければならない。

第４章施設及び設備
（校舎に備えるべき施設）

第１５条 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。
１ 教室（普通教室、特別教室等とする。）
２ 図書室、保健室
３ 職員室 35



高等学校施設整備指針（平成１６年１月・抜粋）

第４章 各室計画
第２ 学習関係諸室
１３ 図書室
(1) 多様な利用に対応可能な閲覧机を配置し，かつ，生徒数等に応じ必要な規模の書架等を利用しやすく配列できる面積，形状等

とすることが重要である。
(2) 生徒の様々な学習を支援する学習センター的な機能，必要な情報を収集・選択・活用し，その能力を育成する情報センター的な

機能，学校における心のオアシスとなり，日々の生活の中で生徒がくつろぎ，自発的に読書を楽しむ読書センター的な機能につ
いて計画することが重要である。

(3) 司書や司書教諭，図書委員等が，図書室の運営，図書その他の資料の分類，整理その他の作業等を行うための空間を確保す
ることが望ましい。

(4) 図書その他の資料の検索及び管理，他の学校や地域の図書館等との緊密な連携等のための情報機器の導入に対応できるよ
う面積，形状等を計画することも有効である。

(5) 資料の展示，掲示等のための設備や視聴覚機器・情報機器を設置したブース等を設けることのできる空間を確保することも有
効である。

(6) 生徒の自習のための空間を，類似する他の空間等との役割分担や連携に配慮しつつ，閲覧室内あるいは隣接した位置等に確
保することも有効である。

(7) 図書を分散して配置する場合は，役割分担を明確にし，相互の連携に十分留意して計画することが重要である。
(8) 開放する場合は，開放時の図書室の管理・運営の方法等に応じ，出入口，受付部分等の位置，仕様などに留意して計画するこ

とが重要である。

（関連記述）
第３章 平面計画

７ 共通学習空間
(4) 図書，視聴覚教育メディア，コンピュータ等を他の学習空間に分散して配置する場合は，役割分担を明確にし，相互の連携に留

意して計画することが重要である。

８ その他の学習関係諸室
(5)教材・教具空間

② 教材等の作成の機能も備え，図書室，視聴覚教室，学習センター等と連携した空間として計画することも有効である。

学校図書館の施設整備面に関する基準について
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学校図書館活用のための一例
① 実態把握、学校としてのビジョンの整理

例えば、こんな現状に甘んじていませんか？
• 同じ子供しか借りにこない。
• 授業で学校図書館を使うことがほとんどない。
• 学校図書館の扉は基本的に鍵がかかっている。
• あるべき書架に本がない。そもそも欠損本の有無が分
からない。

• 図書のデータベース化が進んでいない。
• 学校図書館が何となく暗い。

＜ＢＥＦＯＲＥ（１年目）＞

使われないＰＣ

ながめるだけの科学読み物

「
数
が
多
い
か
ら
」と
の
理
由
で

９
分
類
を
大
き
な
壁
沿
い
に
配
架

誰も触らない
百科事典・年鑑

鍵のかかった入口

② ビジョンに沿った蔵書の整備、学校司書
配置等による維持発展

＜ＡＦＴＥＲ（５年目）＞
学年別調べ物コーナー 「かいこ」
「じどう車」等、セット貸出対応。

郷
土
資
料
コ
ー
ナ
ー
資
料
室
か
ら
引
越
し

学習・情報室と
読書の空間を
はっきり区分け

畳を置いて、こたつも置いて
あったか読書コーナー

授業を想定し
た空間配置

休み時間は学校
司書が読書指導

• 授業を想定した空間配置への模様替え
• 数年かけてセット貸出しに対応するなど、授業に直結する
蔵書を整備

• 郷土資料をあえて配置し、「物語を読む」だけではない図
書館を主張

• 司書教諭が全学年で一月に一度は学校図書館を活用した
授業を行うよう年間指導計画を作成。学校司書も授業に参
加するように計画

• 学校司書（４年目から配置）は図書の保存整理・修繕、展
示、飾り付け等、日常的な運営管理
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学校図書館（公立）における民間のノ ウハウの活用状況について

3.6%

96.4%

行っている。 行っていない。

※「学校図書館の現状に関する調査」（平成２６年５月１日現在）
※問｢貴教育委員会において、学校図書館の運営のため、委託を行っていますか｣に対して、

①行っている、②行っていない、のいずれかで回答。
※回答のあった１，７８８自治体について集計。

（６４自治体）

（１，７２４自治体）
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公立図書館における民間のノ ウハウの活用状況について

「社会教育調査」より

（数値は平成２３年１０月１日現在）

【参考】公立の図書館の状況について

○公立の社会教育関係施設において、図書館3,249施設のうち、347施設（10.7％）が指
定管理者制度を導入している。
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学校図書館（公立）と公共図書館の連携状況について

「学校図書館の現状に関する調査」より

（数値は平成２６年５月１日現在）

公共図書館
資料の学校
への貸出

(C)

割合(C/B)

公共図書館
との定期的
な連絡会の

実施(D)

割合(D/B)

公共図書館
司書等によ
る学校への

訪問(E)

割合(E/B)

20,143 16,092 79.9% 15,229 94.6% 3,664 22.8% 4,009 24.9%
9,555 5,005 52.4% 4,251 84.9% 1,640 32.8% 1,056 21.1%
3,562 1,700 47.7% 1,553 91.4% 288 16.9% 195 11.5%

小学部 1,006 303 30.1% 249 82.2% 34 11.2% 62 20.5%
中学部 931 285 30.6% 232 81.4% 31 10.9% 58 20.4%
高等部 1,007 283 28.1% 239 84.5% 27 9.5% 47 16.6%

前期課程 30 18 60.0% 14 77.8% 3 16.7% 4 22.2%
後期課程 29 16 55.2% 13 81.3% 3 18.8% 3 18.8%

小学校

中学校

高等学校

特別支援学
校

中等教育学
校

26年5月現
在の学校数

(A)

公共図書館
と の連 携を
実施 し てい
る学校数(B)

割合(B/A)

内訳（複数回答可）
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読書に関する国のＫＰＩについて

出典：『学校読書調査』（毎日新聞社・全国学校図書館協議会）

％

『子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画』（平成２５年５月１７日閣議決定） 抄
○ 子どもの読書活動の状況について，不読率は，平成24年６月現在，小学生は4.5％，中学生

16.4％，高校生は53.2％となっているが，今後10年間で不読率を半減（平成34年度：小学生２％以下，
中学生８％以下，高校生26％以下）させることを目標に，本計画においては，おおむね５年後に，小学
生は３％以下，中学生は12％以下，高校生は40％以下とすることを目指す。

（西暦）

上記計画の基準点

不読率の推移について
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準①
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準②
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準③
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準④
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準⑤
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準⑥
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